
In April 2022, Osaka City University and Osaka Prefecture University marge to Osaka Metropolitan University 

Osaka Metropolitan University 
 

 

Title 天武天皇の複都制構想 
Author 栄原, 永遠男 
Citation 市大日本史. 6 巻, p.1-12. 

Issue Date 2003-05 
ISSN 1348-4508 
Type Departmental Bulletin Paper 

Textversion Publisher 
Publisher 大阪市立大学日本史学会 

Description  
 

Placed on: Osaka City University 



天
武
天
皇
の
複
都
制
構
想

は
じ
め
に

一
二
月
に
、
「
凡
そ
都
城
・
宮
室
、

一
処
に
非
ず
、
必
ず
両
参
造
ら
む
(
下
略
ど
と
い
う
詔
(
後
掲
)
を
出
し
た
。

天
武
天
皇
は
、
そ
の
一
二
年
(
六
八
三
)

著
名
な
「
複
都
制
の
詔
」
で
あ
る
。
こ
の
詔
に
よ
っ
て
打
ち
出
さ
れ
た
複
都
制
の

構
想
に
つ
い
て
は
、
天
武
が
い
か
な
る
構
想
を
描
い
て
い
た
の
か
、
そ
れ
は
ど
の

よ
う
な
意
図
に
も
と
。
つ
い
て
い
た
の
か
、
ま
た
、
複
数
の
都
と
い
う
構
想
は
、
当

時
の
都
の
在
り
方
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
な
ど
、
検
討
す

ベ
き
点
や
不
明
な
点
、
興
味
深
い
点
が
多
い
。

天
武
の
複
都
制
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
こ
の
詔
に
見
え
る
難
波
宮

に
主
眼
を
置
く
立
場
か
ら
言
及
す
る
も
の
、
ま
た
は
、
信
濃
造
都
に
関
連
し
て
こ

の
詔
に
ふ
れ
る
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
の
詔
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
、
そ
の
意

義
な
ど
に
つ
い
て
、
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
研
究
は
、
意
外
に
も
き
わ
め
て
少
な

い
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
の
天
武
の
複
都
制
構
想
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
、
意
義
、

限
界
な
ど
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

栄

原

永
遠
男

複
都
制
の
詔
と
そ
の
後

『
日
本
書
紀
』
に
よ
っ
て
、
事
態
の
推
移
を
た
ど
る
こ
と
と
し
よ
う
。
ま
ず

「
複
都
制
の
詔
」
そ
の
も
の
と
、
こ
れ
に
つ
づ
く
都
城
関
係
の
記
事
を
あ
げ
る
。

①
天
武
二
一
年
(
六
八
三
)

一
二
月
庚
午
(
一
七
日
)
条

又
詔
目
、
凡
都
城
宮
室
、
非
一
処
、
必
造
両
参
、
故
先
欲
都
難
波
、
是
以
、

百
寮
者
、
各
往
之
請
家
地
、

②
天
武
二
ニ
年
(
六
八
四
)
一
一
月
庚
辰
(
二
八
日
)
条

遺
品
伊
広
捧
広
瀬
王
・
小
錦
中
大
伴
連
安
麻
呂
、
及
判
官
・
録
事
・
陰
陽
師
・

工
匠
等
於
畿
内
、
令
視
占
応
都
之
地
、
是
目
、
遣
三
野
王
・
小
錦
下
采
女
臣

筑
羅
等
於
信
濃
、
令
看
地
形
、
将
都
是
地
敗
、

③
周
年
三
月
辛
卯
(
九
日
)
条

天
皇
巡
行
於
京
師
、
而
定
宮
室
之
地
、

④
同
年
間
四
月
壬
辰
(
一
一
日
)
条

三
野
王
等
、
進
信
濃
国
之
図
、

⑤
天
武
一
四
年
(
六
八
五
)

一
O
月
壬
午
(
一

O
日
)
条
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遣
軽
部
朝
臣
足
瀬
・
高
田
首
新
家
・
荒
田
尾
連
麻
目
於
信
濃
、
令
造
行
宮
、

蓋
擬
幸
束
問
温
湯
敗
、

こ
れ
に
よ
る
と
、
①
の
「
複
都
制
の
詔
」
が
出
さ
れ
た
約
二
ヶ
月
後
の
二
月
二

八
日
、
畿
内
と
信
濃
に
使
者
が
送
ら
れ
て
い
る
(
②
)
。
広
瀬
王
以
下
を
畿
内
に

派
造
し
て
、
都
と
す
べ
き
地
を
視
察
さ
せ
、
信
濃
に
は
三
野
王
以
下
を
派
遣
し
て
、

地
形
を
看
さ
せ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

畿
内
の
場
合
、
陰
陽
師
や
工
匠
を
伴
っ
て
い
る
の
で
、
都
の
具
体
的
な
予
定
地

の
選
定
、
そ
の
地
の
占
ぃ
、
あ
る
い
は
測
量
な
ど
が
任
務
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
信
濃
に
つ
い
て
「
将
都
是
地
欺
」
と
あ
る
が
、

'-
れ

は
『
日
本
書
紀
』
編
者
の
見
解
で
あ
る
。
畿
内
に
つ
い
て
は
、
使
者
の
目
的
地
を

「
応
都
之
地
」
と
明
記
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
信
濃
の
場
合
は
こ
の
点
が
漠
然

と
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
書
紀
編
者
が
付
し
た
注
記
で
あ
る
。

そ
の
す
ぐ
後
の
三
月
九
日
に
、
天
武
は
京
師
を
巡
行
し
、
宮
室
の
地
を
定
め

(
③
)
、
四
月
一
一
日
の
④
で
は
、
信
濃
に
派
遣
さ
れ
た
三
野
王
が
、
視
察
の
成
果

を
図
に
し
て
進
上
し
た
。
ま
た
、
翌
年
一

O
月
の
⑤
で
は
、
行
宮
を
造
営
さ
せ
る

た
め
に
信
濃
に
使
者
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
書
紀
編
者
の
注
記
が
施
さ

れ
て
い
る
。
使
者
派
遣
の
目
的
が
行
宮
造
営
に
あ
る
こ
と
は
、
地
の
文
に
明
記
さ

れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
注
記
は
、
束
問
温
湯
と
い
う
目
的
地
を
推
測
し
た
も
の
で

あ
る
。②

と
⑤
に
あ
い
つ
い
で
書
紀
編
者
の
注
記
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
た
ま
た
ま
両
史

料
の
原
史
料
に
、
注
記
の
内
容
の
よ
う
な
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
注
記
が
、
書
紀
編
纂
の
ど
の
段
階
で
記
入
さ
れ
た
の
か
明
ら

か
で
な
い
が
、
書
紀
が
完
成
し
た
養
老
四
年
(
七
二

O
)
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
最
大
で
も
約
三
五
年
後
で
あ
る
。
②
⑤
当
時
の
記
憶
を
も
つ
も
の

が
十
分
に
生
存
し
て
い
る
時
間
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
②
⑤
の
注
記
は
信
頼
で

き
る
と
考
え
る
。

さず
ι
、
時
間
の
経
過
に
そ
っ
て
①
i
⑤
の
経
緯
を
素
直
に
見
れ
ば
、
天
武
天
皇

は
複
都
制
を
構
想
し
、
そ
の
方
向
に
そ
っ
て
、
畿
内
と
難
波
と
信
濃
を
都
と
し
ょ

う
と
し
て
使
者
を
派
遣
し
た
と
い
う
流
れ
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
三
つ
の
都
を
、
以
下
便
宜
的
に
、
藤
原
京
・
難
波
宮
・
信
濃
宮
と
表
現
す
る

こ
と
と
す
る
。
こ
の
う
ち
、
使
者
を
派
遣
し
た
こ
色
が
見
え
る
の
は
、
②
の
よ
う

に
、
畿
内
と
信
濃
の
ニ
カ
所
だ
け
で
あ
り
、
難
波
に
使
者
を
派
遣
し
た
こ
と
は
、

記
さ
れ
て
い
な
い
。
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こ
の
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
複
都
制
の
詔

を
も
う
一
度
読
み
直
す
こ
と
と
し
た
い
。
こ
れ
ま
で
の
訓
み
は
、

日
本
古
典
文
学

大
系
本
で
は
「
故
、
先
づ
難
波
に
都
つ
く
ら
む
と
欲
ふ
」
、
新
修
日
本
古
典
文
学

全
集
本
で
は
「
故
、
先
づ
難
波
に
都
つ
く
ら
ん
む
と
欲
ふ
」
、
朝
日
本
は
「
故
れ

先
つ
難
波
に
都
せ
む
と
欲
す
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
瀧
川

政
次
郎
は
、
「
為
」
の
字
が
転
写
の
際
に
脱
落
し
た
可
能
性
を
想
定
し
て
、
「
故
れ

先
づ
難
波
を
都
と
せ
む
と
欲
す
」
と
い
う
訓
み
を
提
示
し
た
。
そ
し
て
、
陪
都
を

二
つ
=
一
つ
造
ろ
う
と
思
う
が
、
さ
し
あ
た
り
難
波
を
陪
都
に
し
よ
う
と
思
う
、

い
う
意
味
で
あ
る
と
し
問
。

と

わ
た
く
し
は
、
瀧
川
の
こ
の
問
題
提
起
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

こ
れ
は
、

「
欲
都
難
波
」
を
都
の
造
営
と
解
す
る
の
で
は
な
く
、
す
で
に
難
波
に
あ
る
宮
を



都
と
す
る
、
と
理
解
す
べ
き
だ
と
い
う
意
味
に
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、

す
で
に
存
在
し
て
い
る
難
波
長
柄
豊
碕
宮
を
都
と
し
て
認
定
す
る
と
理
解
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
指
摘
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
目
。

畿
内
と
信
濃
へ
の
使
者
は
、
た
だ
ち
に
都
の
造
営
を
め
ざ
す
も
の
で
は
な
く
、

都
の
地
の
確
定
ま
た
は
捜
索
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
難
波
に
は
難

波
宮
が
す
で
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
都
の
地
は
確
定
し
て
お
り
、
そ

の
よ
う
な
使
者
は
必
要
な
い
。
畿
内
と
信
濃
だ
け
に
使
者
が
派
遣
さ
れ
た
記
事
が

見
え
る
理
由
は
、
以
上
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

畿
内
に
つ
い
て
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
史
料
が
あ
る
。

⑥
『
日
本
書
紀
』
天
武
五
年
(
六
七
六
〕
是
年
条

是
年
、
将
都
新
城
、
而
限
内
田
薗
者
不
問
公
私
、
皆
不
耕
悉
荒
、
然
遂
不

都
夫
、

⑦
同
一
一
年
(
六
八
二
)
三
月
甲
午
朔
条

命
小
紫
三
野
玉
、
及
宮
内
宮
大
夫
等
、
遺
子
新
城
令
見
其
地
形
、
の
将
都

失

⑧
周
年
(
六
八
二
)
三
月
己
酉
(
十
六
日
)
条

幸
子
新
城
、

こ
れ
ら
に
よ
る
と
、
天
武
五
年
に
い
っ
た
ん
新
城
に
都
を
造
ろ
う
と
し
た
が
、

中
断
さ
れ
た
(
⑥
)
。

そ
の
後
、
天
武
一

一
年
三
月
に
な
っ
て
、

そ
の
こ
と
が
再

聞
き
れ
(
⑦
)
、
天
武
も
行
幸
し
(
⑧
)
、
具
体
的
に
そ
の
地
を
視
察
し
た
。

こ
の

よ
う
な
前
提
の
上
に
複
都
制
の
詔
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
前
掲
③

の
よ
う
に
、
天
武
は
新
し
い
都
の
場
所
を
最
終
決
定
し
た
。
こ
れ
は
、
新
城
を
都

と
定
め
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
藤
原
京
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
信
濃
の
場
合
は
、
複
都
制
の
詔
が
契
機
に
な
っ
て
、
使
者
を
派

遣
し
て
、
こ
れ
か
ら
都
の
適
地
を
調
査
し
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。
難
波
に
つ
い
て

は
、
前
述
の
よ
う
に
、
す
で
に
宮
が
存
在
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
三
つ
の
宮
は
そ
れ
ぞ
れ
経
過
が
違
う
の
だ
が
、
全
体
と
し
て
天

武
が
三
つ
の
都
を
造
ろ
う
と
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

「
必
造
両
参
」
と
い
う
の
は
、
都
を
三
つ
造
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

畿
内
に
都
を
作
る
こ
と
は
、
畿
内
の
う
ち
の
ど
こ
か
と
い
う
問
題
は
別
と
し
て
、

権
力
の
膝
下
で
あ
る
か
ら
、
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
難
波
に
は
す

で
に
宮
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
難
波
と
畿
内
を
都
と
す
る
こ
と
は
、
さ
ほ
ど
不

自
然
な
こ
と
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
信
濃
に
つ
い
て
は
、
ま
さ
に
唐
突
の
感
を

ぬ
ぐ
え
な
い
。
『
日
本
書
紀
』
に
は
、

そ
の
前
提
と
な
る
よ
う
な
こ
と
は
何
も
み

え
ず
、
突
然
、
都
の
予
定
地
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
の
突
然
性
・
意
外
性
の
故
に
、
信
濃
造
都
計
画
は
、
従
来
か
ら
研
究
者
の
関

心
を
集
め
、
多
く
の
意
見
が
出
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
同
じ
理
由
に
加
え
て
関

係
史
料
が
乏
し
い
た
め
、
意
見
が
大
き
く
分
か
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
上
述
の
よ
う
に
、
信
濃
造
都
計
画
は
、
複
都
制
の
構
想
の
中
で
理
解

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
複
都
制
の
構
想
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
な
ぜ
信

濃
が
複
都
の
予
定
地
の
一
つ
に
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
結

局
実
現
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
な
ぜ
実
現
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
二
点
は
、
切
り
離
せ
な
い
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
と
も
に
明
ら
か
に
す
る
必

要
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
、
複
都
制
の
構
想
の
持
つ
意
味
を
理
解
す
る
鍵
の
一

3-
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で
あ
る
と
考
え
る
。

研
究
史
の
整
理
と
検
討

信
濃
造
都
計
画
に
か
ん
す
る
研
究
史
の
検
討

な
ぜ
信
濃
国
に
都
を
作
ろ
う
と
し
た
の
か
。
こ
の
点
は
、
戦
前
か
ら
さ
ま
さ
ま

に
論
じ
ら
れ
て
き
た
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
一
九
八
九
年

の
段
階
で
、
松
本
正
春
の
整
理
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
信
濃
に
ま
で
都
の
候

補
地
を
求
め
よ
う
と
し
た
理
由
に
関
す
る
諸
説
は
、

る
と
い
う
v

(

丸
カ
ッ
コ
の
中
は
、
松
本
に
よ
る
分
類
と
そ
の
発
表
年
次
で
あ
る
)

O

つ
ぎ
の

A
1
D
に
整
理
で
き

A 

外
冠
に
対
す
る
守
備
。
(
町
田
礼
助
一
九
四
一
一
、
松
本
正
春
一
九
八
九
〕

B 

選
都
と
切
離
し
、
東
国
対
策
の
一
環
と
し
て
、
壬
申
の
乱
の
経
験
か
ら

東
国
の
豪
族
層
の
動
き
を
警
戒
す
る
。
(
直
木
孝
次
郎
一
九
六

O
)

C 

壬
申
の
乱
に
お
け
る
東
国
へ
の
政
治
的
認
識
に
も
と
づ
い
て
、
新
し
い

都
城
を
つ
く
り
、
東
国
開
拓
の
一
大
拠
点
た
ら
し
め
る
。
(
北
山
茂
夫

一
九
七
八
)

軍
事
的
理
由
の
ほ
か
、
病
を
え
た
天
武
の
温
湯
治
療
へ
の
考
慮
。

中

D 

山
薫
一
九
八
八
)

こ
の
整
理
が
行
わ
れ
た
一
九
八
九
年
以
前
に
は
、
こ
れ
以
外
に
大
和
岩
雄
・
桐

原
健
の
論
考
が
発
表
さ
れ
て
い
お
。
大
和
は
、
信
濃
遷
都
は
馬
の
産
地
に
注
目
し

て
計
画
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
こ
れ
に
加
え
て
天
武
に
と
っ
て
信
濃

は
生
気
の
地
で
あ
っ
た
か
ら
遷
都
を
計
画
し
た
、
と
し
て
い
る
。
ま
た
桐
原
は
、

天
武
が
束
間
行
宮
を
造
営
さ
せ
よ
う
と
し
た
理
由
と
し
て
、
当
初
は
、
天
皇
直
属

部
民
や
国
造
の
存
在
に
注
目
し
た
が
、
結
局
は
謎
と
し
た
。
し
か
し
、

そ
の
後
、

天
武
は
道
教
に
傾
倒
し
、
信
濃
を
神
仙
と
会
し
え
る
処
と
思
い
定
め
た
た
め
で
あ

る
、
と
し
て
い
る
。

こ
の
松
本
の
分
類
の
の
ち
、

D
に
つ
い
て
松
本
と
中
山
の
間
で
意
見
の
交
換
が

あ
っ
た
。
中
山
に
よ
れ
ば
‘
氏
説
は
、
軍
事
的
理
由
が
最
大
で
、
そ
の
上
で

治
も
出
来
る
温
泉
の
付
属
し
た
都
城
」
を
め
ざ
し
た
と
の
こ
と
で
あ
目
。

ー「

湯

ま
た
、
宮
津
和
穂
が
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。
論
点
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
て

整
理
し
に
く
い
が
、
東
国
経
営
の
拠
点
，
つ
く
り
、
軍
馬
、
人
材
の
確
保
の
た
め
、

な
ど
を
指
摘
し
た
上
で
、
信
濃
を
常
世
の
東
華
宮
に
な
ぞ
ら
え
、
そ
こ
に
都
を
造
っ

て
仙
人
に
な
る
こ
と
を
願
望
し
て
い
た
と
い
う
天
武
天
皇
の
登
仙
願
望
を
強
調
し

て
い
る
。

-4ー

つ
ぎ
に
、
直
木
は

B
怒
ら
A
に
意
見
を
変
え
て
い
る
。
直
木
は
、
対
唐
戦
争
に

勝
利
し
た
新
羅
の
進
攻
に
対
す
る
対
策
と
し
て
、
軍
備
の
強
化
や
信
濃
遷
都
を
計

画
し
た
と
し
て
い
日
。

以
上
の
信
濃
造
都
計
画
に
関
す
る
研
究
史
を
一
覧
し
て
、
わ
た
く
し
が
も
っ
と

も
問
題
に
し
た
い
の
は
、
信
濃
に
都
を
造
る
と
い
う
構
想
が
、
前
述
の
よ
う
に
、

そ
も
そ
も
複
都
制
の
一
環
と
し
て
出
て
き
て
い
る
と
い
う
点
の
認
識
が
い
ず
れ
も

弱
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
信
濃
の

造
都
計
画
は
、
複
都
制
の
詔
を
起
点
と
し
て
動
き
出
し
て
い
る
。
天
武
の
複
都
制

構
想
の
中
で
、
信
濃
の
造
都
は
ど
の
よ
う
な
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。
ま

ず
最
初
に
そ
こ
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
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天
武
の
複
都
制
に
関
す
る
研
究
史
の
検
討

そ
こ
で
、
複
都
制
に
つ
い
て
簡
単
に
整
理
し
て
お
く
。
複
都
制
を
正
面
か
ら
取

り
上
げ
た
早
い
時
期
の
論
文
に
、
瀧
川
政
次
郎
「
複
都
制
と
太
子
監
国
の
制
」
が

あ
碍
。
こ
の
中
で
瀧
川
は
、
日
本
の
複
都
制
に
つ
い
て
、

つ
ぎ
の
三
点
を
指
摘
し

て
い
る
。

ま
ず
第
一
に
、
「
唐
の
陪
都
が
ど
う
い
う
機
能
を
も
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
首

都
が
い
か
な
る
欠
陥
を
有
し
た
か
と
並
ん
で
、
最
も
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
で
あ
る
」
。
こ
れ
は
「
日
本
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
」
。

つ
ま
り
、
陪
都
の
機

能
と
首
都
の
欠
陥
を
併
せ
て
研
究
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、

日
本
の
場
合
も
、

そ
う
い
う
視
角
で
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。

第
二
は
、
「
京
中
の
条
坊
が
ど
う
な
っ
て
い
た
か
と
い
う
都
城
制
の
研
究
よ
り

も
、
そ
の
よ
う
な
京
が
い
く
つ
あ
っ
た
の
か
を
究
め
る
京
制
の
研
究
を
先
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
条
坊
制
な
ど
の
都
の
構
造
に
関
す
る
研

究
よ
り
も
、
都
を
ど
の
よ
う
に
配
置
し
、
ど
う
い
う
機
能
を
も
た
せ
る
か
と
い
う

京
制
の
研
究
が
先
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

第
三
に
、
「
唐
の
ご
と
く
あ
り
た
い
と
い
う
模
倣
心
と
唐
に
対
す
る
憧
慢
心
か

ら
、
複
都
制
は
起
こ
っ
た
こ
と
で
、
わ
が
国
は
単
都
制
で
よ
か
っ
た
」
と
指
摘
し

て
い
る
。

こ
の
論
文
は
、
内
容
が
多
岐
に
わ
た
り
、
論
点
が
絞
り
に
く
い
が
、
注
意
す
ベ

き
は
必
要
な
限
り
で
以
上
の
三
点
で
あ
ろ
う
。

こ
の
'
っ
ち
、

一
点
目
は
ほ
ぼ
妥
当
で
あ
ろ
う
。
二
点
目
も
、
都
の
構
造
に
関
す

る
研
究
と
、
瀧
川
氏
の
い
う
京
制
に
関
す
る
研
究
と
は
、
簡
単
に
重
要
度
の
優
劣

は
つ
け
ら
れ
な
い
が
、
京
制
の
研
究
が
重
要
で
あ
る
と
す
る
点
に
異
論
は
な
い
。

し
か
し
、
三
番
目
の
指
摘
に
は
問
題
が
あ
る
。
瀧
川
は
、

日
本
は
単
都
制
で
よ

か
っ
た
の
だ
が
、
単
な
る
唐
に
対
す
る
模
倣
や
憧
僚
か
ら
複
都
制
を
取
り
入
れ
た
、

と
す
る
。

つ
ま
り
、
日
本
の
複
都
制
は
、
歴
史
上
の
必
然
性
は
な
い
と
い
う
考
え

方
で
あ
る
。
し
か
し
、
模
倣
心
や
憧
僚
心
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
確
か
で

あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
自
体
は
な
ん
ら
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、

そ
れ
だ
け
で

複
都
制
が
一
部
で
あ
れ
、
実
行
さ
れ
た
と
は
と
う
て
い
思
え
な
い
。
瀧
川
の
よ
う

に
考
え
て
し
ま
う
と
、
複
都
制
の
歴
史
的
意
義
を
無
に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る

の
で
は
な
い
か
。
私
は
や
は
り
、
天
武
が
ど
の
よ
う
な
都
の
構
想
を
抱
い
て
い
た

の
か
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
天
武
が
ど
の
よ
う
に

日
本
を
治
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
仁
藤
敦
史
の
所
説
に
注
意
し
た
刊
。
仁
藤
は
、
瀧
川
が
、
日
本
に
お

け
る
複
都
制
の
意
義
を
ほ
ぼ
無
視
す
る
こ
と
を
批
判
し
、

日
本
で
も
複
都
制
を
都

城
制
の
成
立
過
程
に
出
現
す
る
統
治
形
態
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
、
と

す
る
立
場
に
立
っ
て
議
論
を
進
め
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は

賛
成
で
あ
り
、
継
承
す
べ
き
視
角
で
あ
る
と
考
え
る
。

仁
藤
は
、
複
都
制
の
詔
と
同
日
に
、
文
武
官
人
と
畿
内
有
位
人
に
対
し
て
、

孟
月
に
お
け
る
朝
参
を
命
じ
る
詔
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
て
、
「
官
人

集
住
の
不
徹
底
が
、

い
ず
れ
か
の
都
へ
奉
仕
す
る
と
い
う
未
熟
な
都
城
制
と
し
て

の
複
都
制
を
出
現
さ
せ
た
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
官

人
集
住
の
不
徹
底
に
よ
る
朝
参
の
不
徹
底
と
い
う
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
複

数
の
都
が
必
要
と
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
摂
津
職
官
人
の
在
地
性
の

-5ー

四



強
さ
、
難
波
地
域
に
官
人
予
備
軍
匂
と
し
て
高
度
の
素
養
を
備
え
た
在
地
豪
族
が
多

い
こ
と
を
指
摘
し
、
複
都
制
の
背
景
に
、
難
波
地
域
豪
族
へ
の
妥
協
の
側
面
が
あ

る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
複
都
の
一
つ
で
あ
る
難
波
宮
に
注
目
し
た
議
論
で
あ
り
、
信
濃
に
予

定
さ
れ
て
い
る
宮
と
の
関
係
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
信
濃
宮
を
も
視
野
に
入
れ

れ
ば
、
む
し
ろ
朝
参
の
不
徹
底
と
の
関
わ
り
で
複
都
制
を
理
解
す
る
の
が
よ
い
と

考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
藤
原
京
・
難
波
宮
・
信
濃
宮
の
三
つ
の
都
で
、
そ
れ
ぞ
れ

朝
参
等
が
計
画
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四

天
武
の
複
都
制
構
想

で
は
、
天
武
は
な
ぜ
都
が
新
城
・
難
波
・
信
濃
の
三
力
所
に
必
要
だ
と
考
え
た

の
で
あ
る
う
か
ロ
こ
の
点
が
、
天
武
の
複
都
制
構
想
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
、

も
っ
と
も
重
要
な
点
で
あ
る
。
天
武
は
漫
然
と
こ
の
三
カ
所
の
都
を
選
ん
だ
の
で

は
な
か
ろ
う
。
都
と
は
、
天
皇
の
居
所
、
支
配
の
拠
点
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
新
城

と
難
波
と
信
濃
と
に
置
こ
う
と
い
う
の
は
、

一
定
の
地
域
支
配
構
想
に
基
づ
く
こ

と
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
な
ぜ
都
が
三
つ
必
要
に
な
っ
た
の
か
を
考
え
る
こ
と

は
、
天
武
の
抱
い
て
い
た
地
域
的
な
統
治
方
針
を
問
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

L、。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
場
合
、
天
武
が
、
難
波
・
新
城
・
信
濃
の
=
一
つ
の
都
に
ど

の
よ
う
な
機
能
を
も
た
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の

場
合
、
難
波
宮
の
在
り
方
が
参
考
と
な
る
。
難
波
宮
は
、
三
つ
の
う
ち
複
都
制
の

詔
以
前
に
唯
一
完
成
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
天
武
は
、

そ
の
構
想
を
立
て
る
に

あ
た
っ
て
、
難
波
宮
の
機
能
を
十
分
に
考
慮
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
前
期
難
波
宮
は
難
波
長
柄
豊
碕
宮
と
考
え
て
よ
い
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
東
西
に
八
角
堂
を
も
っ
て
い
た
り
、
朝
堂
が
一
四
堂
以
上
あ

る
な
ど
、

そ
の
巨
大
さ
、
特
異
な
構
造
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
前
期
難
波
宮
の
構

造
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
が
、
そ
の
果
た
し
て
い
た
機
能

と
い
う
点
で
は
、
早
川
圧
八
の
見
解
や
、
こ
れ
を
批
判
的
に
継
承
し
た
吉
川
真
司

の
見
解
が
参
考
に
な
る
。

早
川
は
、
朝
堂
院
に
つ
い
て
、
君
臣
関
係
が
拡
大
さ
れ
た
結
果
、
多
く
の
官
人

を
収
容
す
る
施
設
が
必
要
に
な
っ
た
こ
と
、
全
有
位
者
が
参
列
し
て
口
頭
伝
達
に

よ
る
政
務
を
行
え
る
空
間
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
、
改
新
政
治
に
遂
行
に
と
も
な
っ

-6ー

て
地
方
か
ら
参
集
す
る
豪
族
た
ち
を
威
圧
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
し

た。
こ
れ
に
対
し
て
吉
川
は
、
広
大
な
朝
堂
院
は
、
新
た
な
官
僚
機
構
の
整
備
に
対

応
す
る
も
の
で
、
八
省
百
官
が
口
頭
決
裁
を
中
心
と
す
る
朝
政
を
行
う
た
め
に
必

要
で
あ
っ
た
と
す
る
。
ま
た
、
朝
堂
院
と
曹
司
の
結
合
を
重
視
し
、
こ
の
両
者
を

収
容
す
る
た
め
に
、
宮
が
巨
大
化
し
た
と
考
え
て
い
る
。
い
ず
れ
も
妥
当
な
考
え

で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
に
よ
る
と
、
孝
徳
朝
の
難
波
宮
は
、
儀
礼
・
政
務
の
場
と
し
て
現
実
に

機
能
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
吉
川
は
消
極
的
で
あ

る
が
、
地
方
豪
族
を
威
圧
す
る
側
面
は
、
や
は
り
無
視
で
き
な
い
と
思
う
。
天
武

は
、
孝
徳
朝
に
難
波
宮
が
こ
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
は
ず



で
あ
る
。

早
川
・
吉
川
が
指
摘
し
た
難
波
宮
の
機
能
は
内
政
面
を
主
と
す
る
が
、
難
波
宮

に
は
、
こ
れ
以
外
に
外
交
の
拠
点
と
し
て
の
機
能
が
あ
る
ロ
外
交
使
節
に
壮
大
な

都
を
実
見
さ
せ
て
威
圧
す
る
こ
と
は
、
隼
人
や
多
禰
・
披
玖
・
阿
麻
粛
な
ど
の
南

西
諸
島
か
ら
の
使
者
た
ち
に
は
効
果
的
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
外
の
諸
国

は
、
天
武
朝
で
は
耽
羅
・
高
麗
(
小
高
句
麗
園
)

-
新
羅
が
問
題
と
な
る
。
こ
の

う
ち
新
羅
使
に
対
し
て
は
、
圧
倒
で
き
れ
ば
よ
い
が
、
少
な
く
と
も
見
下
さ
れ
な

い
規
模
の
都
が
必
要
で
あ
っ
た
。

天
武
朝
に
お
い
て
難
波
宮
は
、
辺
境
の
勢
力
を
圧
伏
し
、
外
国
に
対
抗
す
る
役

割
を
持
ち
続
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
難
波
宮
の
機
能
は
、
複
都
制
で
構
想
さ
れ
て
い
る
ほ
か
の
都
に
も
適
用

で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
具
体
的
に
言
・
っ
と
、
天
武
が
考
え
て
い
た
複
都
制
は
、

藤
原
京
を
中
心
に
し
て
東
と
西
に
難
波
宮
と
信
濃
宮
を
配
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
は
日
本
を
三
つ
の
地
域
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
都
を
設
け
て
中

央
政
府
の
威
を
張
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
都
で
、
天
皇
の
代
理
が

地
方
豪
族
の
朝
参
を
受
け
る
。
そ
し
て
中
心
の
藤
原
京
に
お
い
て
、
さ
ら
に
朝
参

を
受
け
る
い
う
、
二
段
構
え
の
構
想
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

難
波
宮
が
、
辺
境
の
諸
勢
力
や
外
国
に
対
応
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
実

現
し
て
い
る
。
天
武
は
、
か
つ
て
孝
徳
朝
段
階
の
難
波
宮
に
、
全
有
位
者
と
と
も

に
全
国
の
地
方
豪
族
が
集
ま
り
、
政
務
が

ιら
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
、
西
方

の
地
方
豪
族
の
朝
参
の
場
と
し
て
も
機
能
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
信

濃
に
都
を
置
こ
う
と
し
た
の
は
、
東
方
の
地
方
豪
族
の
朝
参
の
場
と
す
る
た
め
で

あ
ろ
う
。

そ
の
場
合
、
西
の
都
で
あ
る
難
波
宮
に
対
す
る
東
の
都
が
な
ぜ
信
濃
に
設
定
さ

れ
ん
と
し
た
の
か
、
と
い
う
点
に
ふ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

明
確
な
解
答
を
得
に
く
い
が
、

一
応
以
下
の
よ
う
に
考
え
て
お
き
た
い
。

美
濃
国
に
は
、
大
海
人
皇
子
の
湯
休
が
あ
り
、
壬
申
の
乱
の
と
き
、
彼
の
重
要

な
拠
点
に
な
っ
た
国
で
あ
る
。
こ
の
国
の
位
置
付
け
を
め
ぐ
っ
て
は
、
議
論
が
あ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
天
武
の
考
え
方
と
し
て
は
、
美
濃
ま
で
は
地
方
豪
族
の
掌

握
が
あ
る
程
度
進
ん
で
い
た
と
認
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ

る
が
故
に
、
も
う
一
つ
外
側
の
信
濃
国
に
注
目
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は

な
い
か
。
天
武
は
、
信
濃
に
宮
を
置
き
、
信
濃
か
ら
東
に
ひ
ろ
が
る
広
大
な
地
域

に
存
在
す
る
地
方
豪
族
の
掌
握
を
め
ざ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

次
の
問
題
は
、
天
武
の
複
都
制
構
想
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
、
信
濃
の
都
造

り
は
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

見
素
朴
な
疑
問
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
単
に
天
武
の
死
亡
と
い
う
単
純
な
理
解
で

は
収
ま
ら
な
い
重
大
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。

前
掲
⑤
の
史
料
は
、
行
宮
造
営
の
た
め
に
使
者
を
信
濃
国
に
遣
わ
し
た
記
事
で

あ
っ
た
。
「
蓋
擬
幸
束
閑
温
湯
欺
」
は
、
前
述
の
よ
う
に
書
紀
編
者
の
注
記
で
あ

る
。
こ
の
史
料
に
つ
い
て
、
天
武
は
最
初
は
都
を
造
ろ
う
と
し
て
い
た
が
、
こ
の

《
阻
》

時
に
至
っ
て
行
宮
に
切
り
替
え
た
、
と
す
る
意
見
が
あ
る
。

『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
、
こ
の
直
前
の
九
月
二
四
日
条
に
、
天
武
の
病
の
た

め
に
大
官
大
寺
以
下
に
調
経
さ
せ
た
と
あ
る
。
実
際
の
発
病
は
も
う
少
し
前
で
あ

ろ
う
が
、
こ
れ
を
受
け
て
約
半
月
後
の
一

O
月
一

O
日
に
⑤
の
史
料
が
見
え
る
の
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で
あ
る
。
そ
こ
で
、
両
者
の
時
間
的
な
近
接
を
考
慮
し
て
、
束
間
温
湯
に
行
幸
し

ょ
う
と
し
た
の
は
病
気
療
養
の
た
め
と
見
る
わ
け
で
あ
る
。

も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
天
武
は
複
都
制
構
想
を
断
念
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
必
ず
し
も
そ
う
見

る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。
病
気
療
養
の
た
め
な
ら
、
な
ぜ
信
濃
の
束
間
温
湯
ま

で
行
く
の
か
、
有
馬
や
牟
婁
な
ど
近
く
に
温
泉
が
あ
る
中
で
、
な
ぜ
信
濃
の
束
間

混
湯
を
選
ん
だ
の
か
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
病
を
お
し
て
わ
ざ
わ
ざ
信

濃
ま
で
行
く
の
は
、
や
は
り
何
と
し
て
も
信
濃
に
都
を
造
ろ
う
と
し
て
い
る
か
ら

だ
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
う
。
も
ち
ろ
ん
信
濃
に
行
っ
た
際
に
東
閲
温
湯
に

入
る
こ
と
は
当
然
あ
っ
て
よ
い
。

天
武
は
、
こ
の
時
点
で
も
、
複
都
制
構
想
を
捨
て
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

う
す
る
と
、
な
ぜ
信
濃
宮
の
造
営
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑

聞
は
、
ま
だ
回
答
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

五

複
都
制
か
ら
七
道
制
へ

複
都
制
構
想
の
非
継
承

前
節
で
は
、
天
武
は
最
後
ま
で
複
都
制
の
構
想
を
捨
て
は
し
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
む
し
ろ
注
意
す
べ
き
は
、
複
都
制
構
想
が
持

統
に
受
け
継
が
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
信
濃
宮
が
造
営
さ
れ
な
か
っ

た
理
由
は
、
こ
の
点
か
ら
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

信
濃
に
都
を
造
る
と
い
う
こ
と
は
、
天
武
紀
に
見
え
る
の
み
で
あ
っ
て
、
持
統

紀
に
は
い
っ
さ
い
出
て
こ
な
い
。
そ
れ
を
恩
わ
せ
る
よ
う
な
記
事
も
な
い
。
さ
ら

に
は
、
都
を
信
濃
に
つ
く
る
こ
と
は
停
止
さ
れ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
に
代
わ
る
都

を
ど
こ
か
別
の
場
所
に
造
ろ
う
と
い
う
動
き
も
見
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
信
濃

造
都
計
画
を
、
持
統
が
続
行
し
た
と
は
思
え
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
難
波
宮
に
つ
い
て
も
、
あ
る
程
度
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
周
知

の
よ
う
に
、
難
波
宮
は
天
武
一
五
年
(
六
八
六
、
朱
烏
元
年
)
正
月
、
灰
趨
と
帰

し
た
。
『
日
本
書
紀
』
に
は
、

⑨
酉
時
、
難
波
大
蔵
省
失
火
、
宮
室
悉
焚
、
或
目
、
阿
斗
連
薬
家
失
火
之
、
引

及
宮
室
、
唯
兵
庫
職
不

焚
駕
、

と
あ
る
(
同
年
正
月
乙
卯
〔
十
四
日
〕
条
)
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
大
蔵
省
か
ら
の

そ

失
火
で
、
難
波
宮
は
一
部
を
残
し
て
、

-8ー

ほ
ほ
全
焼
し
た
と
い
う
。

こ
の
こ
と
は
、

前
期
難
波
宮
遺
構
に
お
け
る
火
災
痕
迩
か
ら
も
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

焼
失
後
、
難
波
宮
が
ど
う
な
っ
た
の
か
、
あ
ま
り
明
ら
か
で
は
な
い
。
持
統
六

年
(
六
九
二
)
四
月
に
は
有
位
の
親
王
以
下
、
進
広
擦
以
上
の
も
の
に
難
波
大
蔵

の
鍬
を
与
え
て
お
り
、
文
武
・
元

E
・
聖
武
天
皇
が
難
波
宮
に
行
幸
し
て
い
的
。

し
た
が
っ
て
、
あ
る
程
度
再
建
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

聖
武
天
皇
が
、
神
亀
三
年
(
七
二
六
)

一
O
月
に
藤
原
字
合
を
知
造
難
波
宮
事
に

任
命
し
、
大
々
的
に
難
波
宮
の
再
建
に
乗
り
出
し
て
い
誌
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
焼

失
後
の
再
建
が
そ
れ
ほ
ど
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
遺
構
的

に
も
、
持
統

1
聖
武
初
期
の
時
期
の
も
の
は
顕
著
で
な
吋
。

も
し
、
持
統
が
天
武
の
複
都
制
構
想
を
積
極
的
に
継
承
し
よ
う
と
し
て
い
た
と

す
る
と
、
ほ
ぼ
全
焼
し
た
難
波
宮
の
大
々
的
な
再
建
は
、
聖
武
で
は
な
く
持
統
の



時
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
難
波
宮
は
、
天
武
が
複
都
制
を

構
想
す
る
以
前
か
ら
存
在
し
、
独
自
の
機
能
を
果
た
し
て
き
た
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、

難
波
宮
の
再
建
は
あ
る
程
度
は
行
わ
れ
た
。
そ
れ
が
持
続
朝
か
文
武
朝
か
、
そ
れ

と
も
両
朝
に
ま
た
が
っ
て
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
少
な
く
と
も
持
統
が
積
極
的

に
動
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
藤
原
京
の
造
営
が
持
統
に
よ
っ

て
積
極
的
に
継
承
さ
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

以
上
に
よ
る
と
、
持
統
は
、
藤
原
京
の
造
営
事
業
に
つ
い
て
は
天
武
の
遺
志
を

受
け
つ
い
だ
が
、
複
都
制
構
想
は
受
け
継
が
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
持
続
は
、

藤
原
京
の
造
営
を
、
天
武
の
複
都
制
構
想
か
ら
は
切
り
離
し
て
継
承
し
た
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
持
統
は
天
武
の
着
手
し
た
い
ろ
い
ろ
な
事
業
を
引
き
継
ぎ
、
完

成
さ
せ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
複
都
制
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
積
極
的
に
継
承
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
信
濃
造
都
計
画
の
停
止
は
、
こ
の
こ
と
を
端
的

に
示
し
て
い
る
。

天
武
の
複
都
制
構
想
と
は
、
国
土
統
治
構
想
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
持
統

は
、
天
武
の
国
土
統
治
構
想
を
継
承
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
持
統

は
天
武
の
園
土
統
治
構
想
を
受
け
継
が
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
持
統
が
天
武

と
は
異
な
る
国
土
統
治
構
想
を
抱
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
、
そ
れ

を
七
道
制
に
見
い
だ
し
た
い
と
考
え
る
。
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七
道
制
の
成
立
と
そ
の
意
義

七
道
制
と
は
、
藤
原
京
を
起
点
と
し
て
放
射
状
の
幹
線
道
路
を
全
国
的
に
設
定

し
、
そ
れ
に
連
な
る
国
を
一
ま
と
ま
り
の
行
政
区
画
と
し
て
把
握
す
る
も
の
で
あ

立る
し。
た早
と}11 
し庄
た2八
。は、

つ
ぎ
の
二
つ
の
史
料
に
注
目
し
て
、
七
道
制
は
こ
の
間
に
成

⑩
『
日
本
書
紀
』
天
武
四
年
(
六
七
五
)
二
月
突
未
(
九
日
)
条

勅
大
倭
・
河
内
・
摂
津
・
山
背
・
矯
磨
・
淡
路
・
丹
波
・
但
馬
・
近
江
・

若
狭
・
伊
勢
・
美
濃
・
尾
張
等
国
目
、
選
所
部
百
姓
之
能
歌
男
女
、
及
保

儒
伎
人
而
貢
上
、

⑪
『
日
本
書
紀
』
天
武
一
四
年
(
六
八
五
〕
九
月
戊
午
(
一
五
日
)
条

直
広
騨
都
努
朝
臣
牛
飼
為
東
海
使
者
、
直
広
騨
石
川
朝
臣
虫
名
為
東
山
使

者
、
直
広
障
佐
昧
朝
臣
少
麻
呂
為
山
陽
使
者
、
直
広
鴎
巨
勢
朝
臣
粟
持
為

山
陰
使
者
、
直
広
参
路
異
人
逃
見
為
南
海
使
者
、
直
広
摩
佐
伯
宿
祢
広
足

為
筑
紫
使
者
、
各
判
官
一
人
、
史
一
人
、
巡
察
国
司
、
郡
司
及
百
姓
之
消

恵、

前
者
の
⑪
は
、
諸
国
か
ら
歌
を
よ
く
す
る
男
女
そ
の
他
を
貢
上
せ
よ
、
と
い
う

も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
挙
が
っ
て
い
る
園
の
順
序
が
五
畿
七
道
の
も
の
で
な
い

こ
と
か
ら
、
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
七
道
制
が
出
来
上
が
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
後

者
の
⑪
は
、
巡
察
使
の
初
見
史
料
で
あ
る
。
東
海
・
東
山
・
山
陽
・
山
陰
・
南
海
・

筑
紫
に
使
者
を
派
遣
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
七
道
に
そ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
段
階
で
は
、
七
道
制
は
す
で
に
成
立
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
か
ら
早
川
は
、
両
史
料
の
聞
に
七
道
制
が
形
を
整
え
た
と
考
え
た
。
そ

し
て
、
こ
の
間
に
、

つ
ぎ
の
⑫
⑬
⑬
の
よ
う
な
国
境
確
定
作
業
に
関
す
る
史
料
が

あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
こ
の
よ
う
な
国
境
確
定
事
業
を
通
じ
て
七
道
制
が
編
成
さ

れ
て
い
く
と
理
解
し
た
。
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⑫
『
日
本
書
紀
』
天
武
一
二
年
(
六
八
三
)

一
二
月
丙
寅
(
一
三
日
)
条

追
諸
王
五
位
伊
勢
玉
、
大
錦
下
羽
田
公
八
園
、
小
錦
下
多
臣
品
治
、
小
錦

下
中
臣
連
大
嶋
井
判
官
、
録
史
、
工
医
者
等
巡
行
天
下
市
限
分
諸
国
之
境

堺
、
然
是
年
不
堪
限
分
、

⑬
『
日
本
書
紀
』
天
武
一
三
年
(
六
八
四
)

一
O
月
辛
巳
(
三
日
)
条

遣
伊
勢
主
等
定
諸
国
堺
、

⑬
『
日
本
書
紀
』
天
武
一
四
年
(
六
八
五
)
己
丑
(
一
七
日
)
条

伊
勢
王
等
亦
向
子
東
園
、
図
以
賜
衣
袴
、

七
道
制
の
成
立
に
関
す
る
以
上
の
早
川
の
見
解
は
、
通
説
と
し
て
認
め
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
七
道
制
の
意
義
に
つ
い
て
、
最
近
、
鐙
江
宏
之
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
指

摘
し
て
い
碍
。
す
な
わ
ち
、
国
の
分
割
、
国
境
確
定
、
七
道
の
成
立
は
、
相
互
に

関
連
し
な
が
ら
出
来
上
が
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
七
道
は
、
使
者
派
遣

単
位
、
文
書
下
達
の
単
位
、
遠
中
近
国
制
の
基
準
な
ど
、
唐
と
は
異
な
っ
た
独
自

の
運
営
形
態
と
し
て
機
能
し
て
い
た
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

国
制
の
確
立
と
、
そ
れ
を
前
提
と
す
る
七
道
制
の
成
立
に
よ
っ
て
、
藤
原
京
を

中
心
と
す
る
放
射
状
の
地
域
支
配
構
造
が
で
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
複
都
制
に
よ

る
地
域
支
配
構
想
と
は
異
な
る
地
域
支
配
の
方
式
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す

る。
す
な
わ
ち
、
国
制
・
七
道
制
に
基
づ
く
地
域
支
配
と
、
本
稿
で
注
目
し
て
き
た

複
都
制
構
想
に
基
づ
く
地
域
支
配
と
は
、
そ
の
原
理
を
異
に
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
前
者
は
、
藤
原
京
の
周
囲
に
、
国
を
連
ね
た
七
つ
の
道
が
放
射
状
に
配
置

さ
れ
、
藤
原
京
か
ら
道
を
通
じ
て
情
報
が
地
方
に
発
信
さ
れ
、
地
方
の
情
報
と
租

税
物
資
は
、
道
を
経
由
し
て
藤
原
京
に
集
中
す
る
。
こ
れ
は
、
藤
原
京
を
唯
一
の

中
心
と
す
る
-
元
的
で
中
央
集
権
的
な
支
配
構
造
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者

は
、
全
国
を
三
分
し
、
い
っ
た
ん
そ
れ
ぞ
れ
の
都
に
収
赦
し
た
あ
と
、
最
終
的
に

藤
原
京
に
集
中
す
る
と
い
う
こ
段
階
の
支
配
構
造
で
あ
る
。

天
武
の
晩
年
に
は
、
国
制
・
七
道
制
の
定
着
に
よ
り
、
藤
原
京
を
中
心
と
す
る

放
射
状
の
地
域
支
配
が
定
着
し
て
い
っ
た
。
従
来
の
複
都
制
構
想
に
か
わ
っ
て
、

た藤
の原
で京
あを
る 中
。心

こと
れす
lこる
と中
も央
な集
い権
、的

{言な
濃茎

長聖
た棋
，_ 71:‘ 
毎量
を 1F
造 C

れ
るず

量?
性止
はろ
薄 lと
れな
てつ

、つ侍】。
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以
上
を
簡
単
に
整
理
す
る
と
、
天
武
期
は
、
地
方
豪
族
の
確
実
な
掌
握
が
ま
だ

重
要
な
課
題
と
し
て
存
在
し
て
い
た
段
階
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
応
す
る
も
の
が

-10ー

複
都
制
構
想
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
天
武
朝
の
時
期
は
、
中
央
集
権
的
な
地

域
支
配
構
想
と
い
う
の
も
同
時
に
芽
生
え
て
き
た
時
期
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
、
ニ

つ
の
原
理
が
併
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
持
統
朝
に
至
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
原
理

の
う
ち
後
者
、
つ
ま
り
中
央
集
権
的
な
地
域
支
配
構
造
の
ほ
う
の
み
が
受
け
継
が

れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

天
武
の
複
都
制
構
想
は
、
天
武
の
死
と
と
も
に
、
事
実
上
廃
案
に
な
り
、
天
武

末
年
か
ら
持
統
朝
に
お
け
る
国
制
・
七
道
制
の
定
着
に
と
も
な
っ
て
、
藤
原
京
を

中
心
と
す
る
放
射
状
地
域
支
配
構
造
が
定
着
し
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
藤
原
京
を

唯

の
中
'L'、
と
す
る

7G 
的
な
中
央
集
権
的
地
方
行
政
制
度
均三

構
想
さ
れ、
定
着

し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。



ム
ノ、

む
す
び

以
上
、
天
武
天
皇
の
複
都
制
構
想
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
要
点
を
ま

と
め
て
本
稿
を
終
わ
り
た
い
。

天
武
の
複
都
制
は
、
評
制
が
定
着
し
な
が
ら
も
そ
の
上
位
制
度
が
ま
だ
未
熟
な

段
階
、
す
な
わ
ち
、
中
央
に
よ
る
地
方
掌
握
が
か
な
り
す
す
み
な
が
も
、
な
お
十

分
で
な
い
点
が
残
っ
て
い
る
段
階
に
対
応
し
て
、
天
武
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
。

天
武
の
構
想
で
は
、

日
本
を
西
国
、
中
央
部
、
東
国
に
三
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に

都
を
配
す
る
。
難
波
宮
、
藤
原
京
、
信
濃
宮
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
宮
が
、

次

的
に
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
を
統
轄
す
る
と
と
も
に
、
中
央
の
藤
原
京
が
二
次
的
に
日

本
全
体
を
統
轄
す
る
、
と
い
う
こ
段
階
の
支
配
構
造
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
天
武
が
こ
の
構
想
を
打
ち
出
し
た
の
と
ほ
ぼ
時
を
お
な
じ
く
し
て
、

国
制
・
七
道
制
が
設
定
さ
れ
た
。
そ
れ
が
定
着
し
て
い
く
に
と
も
な
い
、

ま
た
、

天
武
の
死
に
よ
っ
て
、
天
武
の
複
都
制
構
想
は
持
続
朝
に
は
受
け
つ
が
れ
ず
、
藤

原
京
を
唯
一
の
中
心
と
す
る
一
元
的
な
中
央
集
権
的
地
方
行
政
制
度
の
構
築
が
進

め
ら
れ
た
。

【注】

(
1〉

天
武
天
皇
の
複
都
制
そ
白
も
の
に
関
す
る
専
論
と
し
て
は
、
瀧
川
政
次
郎
「
複
都
制
と

太
子
監
国
の
制
」
(
『
京
制
並
に
都
城
制
の
研
究
』
法
制
史
論
叢
二
、
角
川
書
居
、

九

六
七
年
六
月
)
、
「
藤
敦
史
「
複
都
制
と
難
波
京
」
(
『
古
代
王
権
と
都
城
』
吉
川
弘
文

館

一
九
九
八
年
二
月
、
も
と
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
広
報
誌
『
歴
博
』
五
三
、

九
二
年
六
月
)
の
二
編
が
管
見
に
入
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
な
お
、
中
国
語
王
朝
白
陪
都

制
を
概
観
し
た
も
白
に
、
朱
士
光
・
葉
展
軍
「
中
国
史
上
の
陪
都
制
」
(
積
山
洋
訳
)

(
『
大
阪
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』
一
、
二

O
O二
年
九
月
)
が
あ
る
。

(
2
)
 
注
l
瀧
川
論
文
。

(3) 
こ
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
朝
日
本
白
訓
み
に
問
題
は
な
い
。

(
4
)
 
注
l
瀧
川
論
文
で
は
、
難
波
京
は
孝
徳
天
皇
白
死
後
さ
び
れ
果
て
て
い
た
に
ち
が
い
な

い
白
で
、
天
武
は
こ
れ
を
修
造
さ
せ
た
、
と
し
て
い
る
。
さ
び
れ
方
や
修
造
の
程
度
は

別
と
し
て
、
複
都
と
し
て
白
体
裁
を
整
え
る
た
め
に
、
難
波
に
人
が
送
り
込
ま
れ
た
こ

と
は
、
当
然
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
由
は
、
都
と
す
べ
き
地
の

選
定
、
確
定
を
任
務
と
す
る
使
者
で
あ
る
。

(5) 
松
本
正
春
「
天
武
天
皇
田
信
濃
造
都
計
画
に
つ
い
て
」
(
『
続
日
本
紀
研
究
』
二
六
回
、

一
九
八
九
年
九
月
)
。
以
下
、
松
本
白
挙
示
し
た
文
献
と
そ
の
ペ
ー
ジ
数
を
あ
げ
る
。
な

ぉ
、
松
本
は
A
を
支
持
し
て
い
る
。

A 

町
田
礼
助
「
信
濃
運
都
白
意
義
」
(
『
信
援
』
四
、

一
九
四
二
年
五
月
)

B 

直
木
孝
次
郎
『
持
続
天
皇
』
(
吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
O
年
=
一
万
)
一
八
コ
ヘ
l

ジ

C 

北
山
茂
夫
『
天
武
朝
』
(
中
央
公
論
社
、

一
九
七
八
年
六
月
〉
一
一
O
八
ペ
ー
ジ

D 

中
山
薫
「
天
武
天
皇
信
摸
都
域
建
設
計
画
自
背
景
」
(
『
続
日
本
紀
研
究
』
一
一
六

。
、
一
九
八
八
年
一
二
月
〉

(6) 
大
和
岩
雄

a
「
天
武
天
皇
は
な
ぜ
信
濃
遷
都
を
計
画
し
た
か
」
(
『
日
本
古
代
試
論
』
大

一
九
七
四
年
〉
、
同
b
「
天
武
天
皇
と
信
濃
な
ぜ
信
濃
に
都
城
・
行
宮
を 九

11 



造
営
し
よ
う
と
し
た
か
」

Q
信
漉
』
三
八
ノ
九
、

一
九
八
六
年
九
月
、
の
ち
『
信
濃

古
代
史
考
』
名
著
出
版
、

一
九
九
O
年
四
月
、
に
収
録
)
、
桐
原
健

a
「
天
武
天
皇
と

束
間
行
宮
」
(
『
東
ア
ジ
ア
町
古
代
文
化
』
四

O
、

一
九
八
四
年
七
月
)
、
同
b

「
天
武

の
束
間
行
宮
造
営
意
図
」
(
『
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
』
五

O
、

一
九
八
七
年
一
月
〉
。

(
7
)
 
中
山
薫
「
松
本
正
春
氏
「
天
武
天
皇
白
信
濃
造
都
計
画
に
つ
い
て
」
に
思
う
」
(
「
続
日

本
紀
研
究
』
二
六
七
、

一
九
九
O
年
二
月
)
、
松
本
正
春
「
拙
稿
「
天
武
天
皇
の
信
濃

造
都
計
画
に
つ
い
て
」
に
対
す
る
中
山
薫
氏
白
批
判
に
答
う
」
〈
『
続
日
本
紀
研
究
』
一
一

六
八
、

一
九
九

O
年
四
月
)
。

(8) 
宮
樗
和
穂

a
「
天
武
・
持
続
天
皇
と
信
濃
(
上
下
〉
信
濃
陪
都
計
画
と
水
内
神
奉
祭

に
つ
い
て
の
一
考
察
」

Q
東
ア
ジ
ア
白
古
代
文
化
」
八
て
八
一
一
、

一
九
九
四
年
一

O
且、

月
〉
、
同
b
「
天
武
天
皇
白
登
仙
願
望
信
濃
賠
都
・
行
宮

一
九
九
五
年
一
一

造
営
と
白
市
服
用
白
一
背
景
l
」
(
『
信
濃
』
四
九
ノ
一
一
一
、

一
九
九
七
年
二
一
月
〉
、
同

c
「
天
武
天
皇
の
登
仙
願
望
白
北
白
服
用
と
信
濃
陪
都
・
行
富
造
営
の
背
景
i
」

(
『
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
』
九
八
、

一
九
九
九
年
二
月
三

(
9
)
 
直
木
孝
次
郎
「
天
武
朝
田
国
際
関
係
と
難
波
宮
」
(
『
大
阪
四
歴
史
』
五
O
、

一
九
九
七

年
一
二
月
三

(m) 
注
1
瀧
川
論
文
。
な
お
、
こ
の
な
か
で
瀧
川
は
、
複
都
制
と
い
う
言
葉
は
、
自
ら
白
新

造
語
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

(
日
)

注
1
仁
藤
論
文
。
ま
た
、
仁
藤
敦
史
「
倭
京
か
ら
藤
原
京
へ

l
律
令
国
家
と
都
城
制
」

(
『
古
代
主
権
と
都
城
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
八
年
二
月
、
も
と
『
国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
研
究
報
告
』
四
五
、

一
九
九
二
年
一
二
月
)
も
参
照
。

(ロ)
早
川
庄
八
「
前
期
難
波
宮
と
古
代
官
僚
制
」
〔
『
日
本
古
代
官
僚
制
白
研
笹
山
君
最
害
庄
、

一
九
八
六
年
二
月
、
も
と
『
思
想
』
七

O
三、

一
九
八
三
年
一
月
〉
、
吉
川
真
司

「
難
波
長
柄
豊
碕
宮
の
歴
史
的
位
置
」
(
大
山
喬
平
教
授
退
官
記
念
会
編
『
日
本
国
家
白

史
的
特
質
古
代
・
中
世
』
忠
文
閣
出
版
、

一
九
九
七
年
五
月
)
。

(
日
)

注
6
大
和
b
論
文
、
注
8
富
津
b
論
文
。

(
日
)

『
日
本
書
紀
』
持
統
六
年
(
六
九
一
一
)
四
月
丙
辰
(
二
一
日
)
条
、
『
続
日
本
紀
』
文
武

三
年
(
六
九
九
)
正
月
突
未
(
二
七
日
)
・
二
月
丁
未
公
一
二
日
)
条
、
同
慶
雲
三
年

(七
O
六
)
九
月
丙
寅
(
二
五
日
)

-一

O
月
壬
午
(
一
二
日
)
条
、
同
養
老
元
年

(
七
一
七
)
二
月
壬
午
(
一
一
臼
)
・
丙
成
(
一
五
日
)
条
、
同
神
亀
二
年
(
七
二
五
)

一
O
月
庚
申
(
一

O
日
)
・
三
年
一

O
月
突
亥
〈
一
九
日
〉
条
。

(
日
)

『
続
日
本
紀
』
神
亀
三
年
一

O
月
庚
午
(
二
六
日
)
条
。

(
日
)

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀

一
』
補
注
1
1
一
O
七
で
は
、
持
続
六
年
四
月

紀
を
あ
げ
て
「
か
な
り
白
程
度
瓦
建
さ
れ
た
も
由
と
思
わ
れ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
そ

-12ー

の
よ
う
に
言
い
う
る
確
か
な
根
拠
は
な
い
と
判
断
す
る
。

(口)

早
川
庄
八
『
律
令
国
家
』
(
『
日
本
白
歴
史
』
四
、
小
学
館
、

一
九
七
四
年
二
月
三

(
国
)

鐙
江
宏
之
「
「
国
」
制
由
成
立
l
令
制
国
・
七
道
由
形
成
過
程
l
」
〈
笹
山
晴
生
先
生
還

暦
記
念
会
編
『
日
本
律
令
制
論
集
』
上
巻
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
三
一
年
九
月
三


